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上記の論点を踏まえ、遺伝毒性発がん物質であり、耐容一日摂取量は設定で

きないと判断した。 

しかし、WHO飲料水水質ガイドラインでは発がん物質であっても 10-5を無

視し得るリスクレベルと判断している。 

清涼飲料水のベンゼンの基準値を設定する際には、過剰発がんリスク 10-5レ

ベルであるWHOにおける 10～80µg/L、EPAにおける 10～100µg/L及び水道

水の水質基準 10µg/L を勘案し、実現可能なレベルでできるだけ低く設定する

ことが重要である。 
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